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サービス事業所の請求単位数が減額になった 
場合の対応について  ～ケアマネさんの対応～ 

上限審査を行った結果、サービス事業所の請求単位数より給付管理票の計画 
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請求事務を担当される方は、御一読ください。 

単位数が少ない場合、計画単位数を上限に介護給付費の支払いを行っています。これまで、

サービス事業所のみに「増減単位数通知書」で減額のお知らせをしていましたが、平成２６

年４月審査分から、居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所にも「給付計画単位数オーバ

ーチェックリスト」で同様のお知らせをいたします。この通知が届きましたら、提出済みの

給付管理票の以下の内容について確認してください。 

≪居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所への通知≫ 

≪サービス事業所への通知≫ 

確認した結果、計画単位数（Ｂ）に誤りがある場合は給付管理票の修正が必要になります。

その場合、作成区分は「修正」になります。「新規」で提出しますとＡＮＮＪ（過去に同じ

給付管理票（新規）を提出済）エラーにより返戻になりますので、ご注意ください。 

※処遇改善加算など給付計画単位数に含まれない単位数（限度額管理対象外単位数）がある

場合、増減単位数通知書と一致しません。 

※この「給付計画単位数オーバーチェックリスト」は静岡県内の居宅介護支援事業所・介護

予防支援事業所のみに通知されます。（静岡県独自の帳票です） 
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必見ですよ！ 

● 給付計画単位数（Ｂ）が０の場合 ⇒ サービス事業所番号・サービス種類

● 給付計画単位数（Ｂ）が０以外の場合 ⇒ 計画単位数


